
大
正
四
年
目
月
ニ
ヤ

-
H
筒
一
一
一
種
車
偏
噛
嵩
可
(
悼
月
一
同
一
日
官
二
汀
)

ー-~弓グL 主手 Jご:: 5f!DI B'宮辛子電車世目

議

槽

強

鵠

醐

可

鑑

慮

満
洲
園
税
制
及
其
批
判
・
・
・
・
・
・
・
・
・
法
撃
博
士
紳
戸
正
雄

時
差
説
費
書
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
文
皐
博
士
高
一
回
保
馬

舶
腹
過
剰
問
題
の
一
意
義
・
・
・
・
・
・
・
・
・
経
海
時
五
時
士
小
島
呂
太
郎

臨

聞

論

剛

沿
岸
抽
出
業
者
問
題
曲
咽
・
・
・
・
・
噌
・
・
・
怪
一

Zfvt
峰

川

虎

三

研

削

帽

九

山
町
沼
市
一
統
一
山
立
政
府
貸
土
金
に
軌
い
て
・
・
・
・
経
一
尚
早
士
松
岡
孝
見
町
田

総
瞳
経
済
ミ
個
別
経
済
・
・
・
・
・
・
・
経
済
事
士
大
塚
一
一
朗

幕
末
の
財
政
素
乱
に
つ
い
て
・
・
・
・
-
経
済
同
市
士
大
山
敷
太
郎

づ
訂
統
一
貸
借
封
照
表
日
つ
い
て
・
・
・
・
経
済
皐
士
熊
本
吉
朗

観

苑

局
替
相
場
嬰
動
の
原
因
に
つ
い
て
・
・
・
法
事
士
正
井
敬
衣

企
業
環
算
制
度
の
米
圏
内
功
現
状
・
・
・
・
経
済
果
士
山
本
安
衣
郎

ズ
ル
タ
ン
氏
の
岡
家
牧
入
論
・
・
・
・
・
・
空
主
主
大
谷
政
敬

ゾ

ン

バ

ル

ト

教

授

の

百

貨

店

観

・

・

経

済

皐

土

堀

新

一

耐

山

錦

陣

新
着
外
園
経
済
雑
誌
主
要
論
題

L一
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E
 

エノ、

己爾

沿

岸

漁

業

者

問

題

地

JII 

l荒

一
、
紺

冨i

「
農
山
総
村
山
知
興
」
の
若
松
一
か
相
げ
ら
配
て
か
ら
年
九
し
わ
も
の
が
め
品
。
併
し
‘
刊
も
振
興
お
れ
均
一
う
し
り
に
1
民

山
泊
村
救
済
」
と
看
板
は
塗
り
か
へ
ら
れ
た
。

い
ま
や
振
興
ヤ
ら
い
で
は
、
地
方
民
を
釣
る
こ
左
が
出
来
ぬ
程
、

現
買
事
態
は
悪
化
し
窮
乏
は
深
刻
化
し
た
か
ら
で
あ
る
。

既
に
、
「
農
山
漁
村
振
興
」
が
宜
博
債
値
が
あ
り
、
人
気
が
取
れ
た
と
云
ふ
こ
と
は
、
反
面
仁
、
如
何
に
農
山
漁

村
が
困
窮
と
衰
退
の
一
路
を
辿
っ
て
ゐ
た
か
を
語
る
も
の
だ
。
何
等
賞
行
の
意
思
も
な
い
宅
一
宜
惇
に
、
地
方
民
が

期
待
の
出
来
ぬ
期
待
を
持
っ
た
の
は
金
〈
こ
れ
が
鴻
め
で
あ
る
。
併
し
、
も
は
や
、
そ
ん
な
こ
と
で
は
誤
魔
化
し

切
れ
な
い
事
態
に
立
ち
到
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
〉
で
救
済
が
振
興
に
替
る
こ
と
に
な
っ
に
の
だ
が
、
荷
-
も
救
柚
併
の

必
要
を
認
め
て
之
を
行
は
ん
と
す
る
以
上
、
主
(
の
救
済
は
根
本
的
で
あ
り
、
徹
底
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら

沿

岸

漁

業

者

間

庖

第
三
十
五
巻

ム
ノ、

第

2虎

六
五



沿

岸

漁

業

者

間

底

第
三
十
五
巻

プミt
四

第

ZLE 

ム
ノ、

占ノ、

十
ん
ば
、
何
も
振
興
が
救
済
に
替
へ
ら
れ
に
意
味
ゃ
な
さ
ぬ
か
ら
で
め
る
。
地
方
民
は
、
い
ま
ま
で
政
黛
な
ど
の

宣
停
に
編
さ
れ
て
ゐ
た
も
の
旨
、
今
度
こ
そ
は
、
よ
も
や
備
楠
政
策
で
は
あ
る
ま
い
と
の
期
待
と
希
望
と
を
持
っ

て
ゐ
る

J

殊
に
比
の
「
同
難
」
に
営
り
、
「
非
常
時
」
に
慮
す
る
特
別
な
る
内
閣
ま
で
出
来
て
、
箕
面
目
な
政
策
の
逐

桁
仁
努
力
す
る
と
仰
へ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、

克
に
期
待
七
大
な
ら
し
か
る
も
の
が
め
る
。

t
B

ノ
ミ
・
h

》
月
JUBLJh
ミ
て
、
J

A

J

、jL
'
M
Z
正一
1
rご
す
ト
，

什
げ

Ltlpl~po
刻
剖
h

じ
}
/
弘
T
白
川
フ
虫

t
才
1
1
d
l
3
1
ζ

'

:

l

a

'

i

l

J

-

i

・

大
山
郊
に
期
待
在
こ
、
ま
で
高
め
て
国
レ
て
、

叫

F

J

J

P

一メ罫，

K
1ー

;
j
j

現
さ
れ
ぬ
と
き
如
何
な
る
結
果
を
招
来
す
る
か
、
そ
れ
は
考
へ
る
ま
で
も
な
い
こ
主
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
自
力

更
生
」
が
叫
ば
れ
た
り
、
無
い
袖
は
振
れ
ぬ
と
一
五
は
れ
た
り
、
現
内
閣
成
立
営
時
の
掛
聾
に
も
似
示
、
所
謂
救
一
梼

案
は
甚
だ
し
く
消
極
的
に
な
っ
て
し
ま
つ
に
と
停
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
殊
に
所
謂
時
局
匡
救
諜
算
な
る
も
の
冶
内
容

を
見
る
と
き
、
車
に
金
額
の
み
の
問
題
で
な
く
、
果
し
て
之
が
現
質
事
態
を
正
し
く
認
識
し
た
結
果
と
し
て
立
て

ら
れ
た
救
持
案
で
あ
る
か
ど
う
か
、
果
し
て
農
山
漁
村
の
窮
状
が
之
に
よ
っ
て
打
開
さ
れ
、
更
生
の
道
を
歩
み
得

る
か
ど
う
か
、
大
な
る
疑
俣
の
念
を
抱
か
可
ざ
る
を
得
な
い
。

特
に
漁
村
調
策
の
如
き
に
至
つ
て
は
、
全
く
、
申
詩
的
の
も
の
で
あ
り
、
之
で
漁
村
が
救
は
れ
る
左
は
、
少
し

〈
漁
村
の
貫
肢
を
知
る
者
に
於
い
て
は
、
考
へ
も
及
ば
ぬ
こ
と
で
あ
ら
う
。
農
山
漁
村
の
救
一
梓
な
y
」
と
云
ふ
炉
、

事
質
、
漁
村
な
ど
は
鰹
裁
に
列
べ
ら
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
守
、
少
し
も
問
題
を
根
本
的
に
観
て
は
い
な
い
。
農
業
や

農
村
に
就
い
て
は
、
準
者
、
政
治
家
に
し
て
之
を
論
や
る
者
一
か
多
〈
、
世
論
を
指
導
し
、
ま
た
営
局
者
を
督
励
す

る
機
曾
も
非
常
に
多
い
課
で
あ
る
が
、
漁
業
や
漁
村
に
就
い
て
は
、

一
言
竿
句
も
之
に
及
ぶ
者
の
な
い
現
航
で
あ



る
。
印
ち
百
五
十
誌
の
漁
村
民
は
全
く
輿
論
の
支
持
の
外
に
在
り
、
日
本
の
水
産
業
は
、
理
論
及
び
政
策
の
研
究

か
ら
放
置
さ
れ
、
会
〈
属
僚
政
治
に
委
か
さ
れ
て
ゐ
る
。
之
で
漁
村
の
救
掛
炉
建
せ
ら
れ
、
日
本
水
産
業
の
接
展

が
期
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
。

今
回
、
議
舎
に
提
出
さ
れ
る
時
局
匡
救
の
珠
算
案
の
内
容
を
な
す
漁
村
救
済
に
闘
す
る
主
要
部
分
は
、
一
水
産

土
木
事
業
と
し
て
、
小
漁
港
、
踏
出
、
舶
揚
場
、
築
礁
な
ど
の
工
事
助
成
費
二
百
四
十
七
高
六
千
園
、
一
レ
漁
村
共

同
施
設
助
成
捷
二
十
五
高
園
、
ゴ
一
機
舶
底
曳
網
取
締
費
十
八
高
三
千
固
な

E
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
か
る

聾
目
の
計
上
の
み
に
よ
っ
て
窮
乏
の
ど
ん
底
に
在
る
漁
村
が
更
生
出
来
る
で
あ
ら
う
か
。
勿
論
議
舎
は
聾
算
砂
一
鵜

η
ら
e

u

し
m
-
T
改
装
a

拶
ま
と
仁
)ι

ユ
-LE
げ
す
タ
)
♂
じ
、
ち
ら
う
，
、
r
、

L
ψ
1
1
1
1
F
Z↑

1

l

f

i

J

3

1

l

l

j

 

漁
村
ほ
終
に
救
は
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
而
し

て
沿
岸
抽
出
場
は
盆
々
荒
厳
し
‘
沿
岸
漁
業
は
衰
退
し
、
沿
岸
漁
業
者
は
生
業
砂
一
奪
は
れ
川
更
生
ど
と
4
h

か
政
務
じ

拍
車
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
此
の
意
味
に
於
い
て
、
珠
算
が
逸
ら
う
と
通
る
土
い
と
、
ま

た
議
曾
が
済
む
と
捕
ま
ぬ
と
に
拘
ら
や
、
漁
村
問
題
は
依
然
解
決
さ
れ
や
に
残
る
こ
と
に
な
る
。
我
々
は
寧
λ
此

の
際
一
層
、
識
者
ぷ
訴
へ
て
、
問
題
が
一
止
し
〈
認
識
さ
れ
、
無
滞
無
策
の
水
産
政
策
一
炉
、
少
な
く
と
も
、
し
っ
か

ち
し
に
軌
道
を
以
て
進
み
得
る
程
度
に
迄
擁
立
さ
れ
、
従
っ
て
又
漁
村
問
題
に
制
刻
す
る
方
策
も
、
軍
な
る
一
時
凌

ぎ
で
は
な

t
、
根
本
的
な
基
礎
の
上
に
樹
立
き
れ
ん
こ
と
を
希
望
し
て
止
ま
な
い
。
こ
れ
蕊
に
特
に
漁
村
問
題
と

し
て
の
沿
岸
漁
業
者
問
題
を
取
り
上
げ
る
所
以
で
あ
る
つ

活

岸

被

業

者

問

題

第
三
十
五
巻

一
六
五

第

i定

六
七



沿

岸

漁

業

者

問

題

第
三
十
五
品
位

一
六
六

第

競

占ハ入

二
、
福
岸
漁
業
の
重
要
性

水
産
業
は
、
普
通
に
、
漁
業
、
水
産
養
殖
業
、
水
産
製
造
業
を
包
括
し
之
を
組
稗
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
が

之
が
中
心
を
成
す
も
の
は
、
勿
論
漁
業
で
あ
る
。
而
し
て
漁
業
は
種
々
な
る
観
勤
か
ら
之
を
区
別
す
る
こ
と
が
出

来
る
。
撲
の
生
産
の
基
本
的
保
件
た
る
挽
場
の
位
置
に
よ
っ
て
観
れ
ば
、
漁
場
が
海
洋
に
在
る
か
、
内
陸
水
界
(
河

川
湖
沼
池
沼
)
に
在
る
か
に
よ
ち
掲
詳
総
業
と
絞
ホ
総
業
に
分
り
ベ
〈
、
海
洋
総
業
は
見
、
税
場
め
遠
近
仁
よ
り
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

近
海
漁
業
と
遠
洋
漁
業
に
直
別
さ
れ
る
。
而
し
て
近
海
挽
業
は
更
に
沿
岸
漁
業
と
沖
合
漁
業
主
に
分
に
れ
る
が
、

何
臨
ま
で
が
沿
岸
で
、
何
鹿
か
ら
が
沖
令
か
と
云
ふ
や
う
に
必
守
し
も
明
確
な
一
匝
別
が
め
る
課
で
は
な
い
。

た
Y
沿
岸
漁
業
は
、
共
の
漁
場
を
陸
地
に
接
近
し
た
る
位
置
に
持
ち
、
沿
岸
定
著
性

ω魚
族
或
は
廻
酔
性
の
魚

族
に
し
て
沿
岸
に
来
排
す
る
も

ωを
実
の
採
捕
の
目
的
と
し
、
漁
船
は
小
型
に
し
で
漁
拐
は
陸
地
を
利
用
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
場
合
が
多
い
。
周
知
の
如
〈
、
沿
岸
は
、
魚
族
の
繁
殖
生
長
の
た
め
の
水
槽
で
、
其
の

種
類
及
び
量
に
於
い
て
極
め
て
豊
富
な
る
の
み
な
ら
中
、
漁
携
技
術
か
ら
見
て
簡
易
で
あ
り
、
且
つ
漁
獲
物
ぞ
迅

蓮
容
易
に
底
分
す
る
に
便
利
が
め
る
か
ら
、
漁
業
が
沿
岸
に
後
達
す
る
と
と
は
営
然
で
め
る
。
併
し
こ
の
こ
と
は

反
面
に
、
自
ら
濫
獲
の
弊
官
官
を
生
じ
、
漁
場
の
保
護
描
養
の
暇
な
〈
之
を
荒
唐
せ
し
め
、
定
著
性
魚
族
の
繁
殖
は

減
退
し
、
廻
瀞
性
魚
族
の
京
市
瀞
を
妨
げ
る
原
因
を
つ
〈
り
易
い
。
是
に
於
い
て
、
漁
船
を
堅
牢
大
型
に
し
て
充
分

な
る
装
備
を
持
つ
も
の
と
し
、
十
数
里
の
沖
令
に
出
で
、
更
に
数
十
日
或
は
敷
ヶ
月
の
遠
洋
航
海
の
可
能
な
る
漁



舶
を
以
て
、
検
場
を
求
め
魚
群
を
迫
ふ
に
至
る
。
之
れ
沖
合
漁
業
或
は
遠
洋
漁
業
で
め
る
o

我
凶
に
於
い
て
は
、
遠
洋
漁
業
奨
剛
民
を
制
定
し
て
明
治
三
十
一
年
以
来
、
漁
業
闘
の
瞭
大
と
大
漁
業
の
後
遺

ぞ
奨
脚
助
成
し
来
っ
た
の
で
、
漁
業
が
沖
合
遠
洋
に
後
展
し
た
こ
と
は
、
著
し
き
も
の
が
あ
る
民
、
併
し
な
ほ
内

地
漁
獲
高
の
七
割
内
外
は
沿
岸
漁
業
に
よ
る
こ
と
は
、
衣
表
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ら
う
。

大
正
元
年

五
年

十
干

昭
和
元
年

二
年

三
年

四
年

五
年

内
地
治
山
庫
漁
獲
高
反
割
合
(
筑
官
、
百
万
川

即
ち
、
我
闘
の
漁
業
は
、
府
岸
漁
業
が
本
躍
を

漁
獲
総
高

九
0
・二

一
O
六
・
七

二
九
四
・
七

一
一
一
一
九
・
丸

一
一
一
一
六
・
四

三

O
一
・
七

二
九
四
・

O

二
二
九
・
五

成
す
も
の
で
、
沿
岸
漁
村
民
は
専
ら
之
に
依
存

泊
四
序
漁
業

八
四
・
丸

九
六
a

丸

山
二
一
一
ヘ
・
五

ノ

F

三
ご

E
・四

一
一
二
九
・
一

-一O
九
・
三

三

O
凶
・
五

一
六
ニ
・
丸

割
合

(μ)

九
三
・
一

丸

0
・八

八

0
・九

士

C
・五

七
二
・
四

六
九
・
四

六
九
・
六

七
0
・五

し
て
生
活
し
て
ゐ
る
課
で
あ
る
。
従
っ
て
、
泊

岸
漁
業
の
衰
退
は
.
我
闘
の
漁
業
の
中
心
勢
力

m
叫
抑
伐
帯
で
あ
り
、

ま中ト

EιJ之
ド
H
V
宿
す
4
4
知

岸
漁
業
者
の
生
活
の
脅
威
で
め
る
こ
と
は
云
ふ

ま
で
も
な
い
。

然
る
に
、
逗
来
、
沿
岸
漁
場
の
荒
麿
、
沿
岸

漁
業

ω不
漁
は
頻
り
に
侍
へ
ら
れ
る
所
で
、
水
産
統
計
の
不
備
の
た
め
に
、
之
を
明
ら
か
に
数
量
的
に
示
す
こ
と

は
出
来
な
い
が
、
如
何
な
る
地
方
に
で
も
魚
族
の
減
少
、
繁
殖
生
長
の
悪
化
は
訴
へ
ら
れ
て
を
ち
、
之
が
割
策
と

し
で
、
稚
魚
の
愛
護
、
酷
漁
の
取
締
が
唱
導
き
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
依
つ
で
も
察
し
得
る
所
で
J

の
4
9
0

勿
論
一
般
的

に
考
へ
れ
ば
、
沿
岸
挽
場
が
荒
廃
し
.
沿
岸
挽
業
が
絶
望
な
ら
ば
、
沖
合
遠
洋
に
後
展
し
得
る
か
ら
之
に
よ
っ
て

沿

岸

漁

業

者

問

題

第
三
十
五
血
管

第

披

エ
ハ
七

ノ、

九

明治三十年三月三十一日法律第匹Jト五波、明治三十八年全部改正、明治四十
二年、同四十三年、大正十四年--'r，I~攻.iEo
水産局・遠洋漁業奨励事業成讃(大正七年)及帝国水産舎第二夫水産年鑑(昭
和三年〕君主照。なほ沖舎遠洋の漁獲高は大正元年乃至崎将司!三年四聞におJ十六
債になっでを明、内地漁獲高陀占める地位は (;.2%から 26.8%に上ってゐる
農林省統計表による。

1) 

2) 

3) 



沿

岸

漁

業

者

問

題

第
三
十
五
巻

ーヒ
O 

第

披

一
六
八

救
は
れ
る
と
も
云
へ
る
で
あ
ら
う
。
併
し
、
沖
合
遠
洋
の
漁
獲
物
は
、
専
ら
特
定
種
類
の
廻
滞
性
魚
族
と
、
底
魚

に
限
ら
れ
て
、
魚
食
幽
で
あ
る
我
凶
に
於
け
る
需
要
な
満
足
す
る
種
類
及
び
数
量
の
充
分
な
る
供
給
を
な
す
こ
と

は
不
可
能
で
あ
一
る
。

而
も
沿
岸
漁
場
は
、
魚
族
に
と
っ
て
好
適
な
る
繁
殖
及
び
生
育
の
場
所
で
あ
hJ
、
之
を
荒
殿
せ
し
か
る
こ

t
は

最
も
輩
出
は
る
・
収
界
資
一
肌
ゼ
滅
失
引
し
か
る
こ
と

?
J
?
?い・
f
口
、
悦
作
、
出
場
げ
か
他
に
後
日
出
間
同
宮
内
る
抱
込
み

が
め
っ
て
も
、
之
を
荒
廃
の
偉
に
放
置
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
況
ん
や
之
に
よ
っ
て
生
活
す
る
百
五
十
高
の
沿

岸
漁
業
者
の
在
る
に
於
い
て
は
、
無
銘
に
沿
岸
漁
業
の
額
勢
を
眺
め
て
ゐ
る
諜
に
は
行
か
な
い
。

部
ち
、
漁
場
に
就
い
て
の
み
云
へ
ば
、
漁
業
の
問
題
は
、
抽
出
場
を
如
何
に
し
て
開
拓
晴
大
す
る
か
と
い
ふ
こ
と

旨
、
既
存
漁
場
を
如
何
に
保
護
桶
養
し
て
、
漁
業
を
維
持
後
展
せ
し
な
る
か
と
云
ふ
二
佃
の
問
題
に
蹄
す
る
。
前

者
は
印
ち
遠
洋
漁
業
の
問
題
で
あ
り
、
後
者
は
沿
岸
挽
業
の
問
題
で
あ
る
。
而
し
て
、
此
の
雨
者
炉
漁
業
政
策
上

問
題
に
さ
れ
て
ゐ
七
こ
と
は
事
賓
，
た
が
、
ぞ
れ
は
、
軍
に
技
術
的
に
取
扱
は
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
却
や
り
、
遠

洋
漁
業
に
就
い
て
は
、
漁
舶
、
其
の
機
関
、
副
漁
具
等
の
後
達
を
助
長
す
る
こ
と
を
主
た
る
眼
目
と
し
て
之
を
奨

励
し
、
沿
岸
漁
業
に
就
い
て
は
、
繁
矯
保
護
の
た
め
の
諸
取
締
、
或
は
浅
海

ω
利
用
と
し
て
増
殖
事
業
を
行
ふ
が

加
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
然
る
に
、
此

ω雨
者
に
就
い
て
何
れ
も
吐
舎
鰹
情
的
な
政
策
と
施
設
と
を
件
は
し
め
な
か

っ
た
か
ら
、
技
術
的
に
遠
洋
漁
業
は
後
遺
し
た
が
、
そ
の
経
替
上
の
安
定
性
は
必
や
し
も
輿
へ
ら
れ
な
か
っ
た
し

沿
岸
漁
業
に
於
け
る
繁
殖
保
護
、
増
殖
等
は
形
の
み
あ
っ
て
其
の
貴
効
を
現
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
現
に
泊

拙著水産経溌論(吹遣社経済事会集部門経済畢)p. 5!)~i: 
漁村の窮乏の原因 kして漁村氏によって訴へられる pJjは(ー)魚f買白暴落、
(ニ)漁村に於ける失業、(三)不百戸、である。

4) 



岸
漁
業
の
不
振
衰
退
は
其

ω賀
読
で
あ
る
。

殊
に
漁
業
政
策
の
一
枚
看
板
は
遠
洋
漁
業
の
奨
闘
で
、
ぞ
れ
以
外
に
は
殆
ん
ど
一
貫
し
た
方
針
の
如
き
も
の
は

な
〈
、
沿
岸
漁
業
に
閲
す
る
方
策
の
如
き
は
全
然
看
過
さ
れ
て
ゐ
た
と
云
つ
で
も
決
し
て
遁
言
で
は
な
い
。
何
も

漁
業
の
費
遥
は
、
沖
へ
出
る
ば
か
り
が
能
で
は
な
い
。
よ
〈
漁
業
に
於
け
る
自
然
的
支
配
保
件
を
克
服
し
、
統
制

し
得
る
生
産
と
し
て
而
も
豊
富
な
る
生
産
物
を
供
給
す
る
に
在
る
。
ゆ
ゑ
に
沿
岸
漁
場
の
保
護
柚
養
と
、
遠
洋
漁

場
の
就
寝
展
開
拓
と
は
漁
業
の
政
抗
議
の
に
め
の
雨
輸
で
あ
っ
て
、
之
が
片
輸
の
奨
励
助
長
を
な
す
こ
と
は
我
闘
の
水

産
業
ド
封
す
る
認
識
不
足

rと
一
五
ム
よ
り
他
は
な
い
。
現
在
の
漁
村
の
窮
一
服
、
貧
困
化
は
、

一
般
的
に
云
へ
ば
、

確
か
に
哨
仰
が
資
本
主
義
的
蝿
神
の
後
共
の
必
然
均
賭
回
収
ド
は
議
ひ
な
い
が
、
事
ご
¥
J

に
至
っ
て
救
神
だ
の
巨
救
だ

の
と
大
騒
ぎ
す
る
位
な
ら
、
初
め
か
ら
出
来
る
だ
け
の
こ
k
は
し
て
置

t
べ
き
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
し
て
置
か
な

か
っ
た
以
上
、
無
魚
無
策
だ
と
云
は
れ
で
も
文
句
は
な
い
筈
で
あ
る
。

一
二
、
浩
岸
漁
業
不
振
の
原
因

沿
岸
漁
業
の
不
振
は
、
沿
岸
漁
場
の
荒
燥
の
結
果
で
あ
り
、
漁
場
の
荒
唐
は
酷
漁
撤
獲
に
困
る
も
の
ム
」
云
は
れ

て
ゐ
る
。
此
の
見
解
は
間
遠
つ
て
は
い
な
い
。
併
し
、
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
直
ち
に
、
漁
業
取
締
規
則
を
最
重
に

し
、
増
殖
事
業
を
行
へ
ば
い
冶
と
い
ふ
結
論
に
は
な
ら
な
い
。
確
か
に
取
締
規
則
を
厳
重
に
し
之
を
刷
行
す
れ
ば

禁
漁
期
、
禁
漁
場
に
於
け
る
漁
業
を
取
締
れ
る
で
あ
ら
う
。
稚
魚
の
捕
獲
を
禁
止
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら

沿

岸

漁

業

者

問

題

第
三
十
五
巻

ムノ、
丸

第

~ 

七



抗
叩
岸
漁
業
者
問
題

第
三
十
五
巻

七
O 

第
一
一
一
波

七

ぅ
。
併
し
、
現
に
取
締
規
則
そ
れ
白
韓
は
可
な
h
ノ
整
っ
て
ゐ
る
に
も
拘
ら
守
之
を
ど
し
/
¥
犯
す
者
が
め
り
、
ま

た
犯
す
の
が
普
通
に
な
っ
て
ゐ
る
の
は
、
漁
業
者
の
貧
困
窮
之
な
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
漁
場
に
劃

し
漁
業
者
が
少
し
も
協
同
的
で
な
く
、
捕
ら
な
け
れ
ば
損

rと
云
ふ
極
め
て
個
人
主
義
的
な
刺
己
的
な
考
を
有
つ

や
う
な
漁
業
組
織
に
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

此
の
結
果
は
、
魚
族
セ
症
々
減
少
せ
し
め
る
し
、
魚
族
の
減
少
崎
、
更
正
酷
漁
権
獲
を
激
成
す
る
。
も
っ
と
や

そ
っ
と
の
増
殖
事
菜
な
ど
の
利
目
が
あ
る
筈
は
な
い
。
ま
に
取
締
を
厳
重
に
し
た
所
で
動
果
が
現
れ
る
こ
と
が
不

思
議
で
あ
る
。
而
も
若
し
強
い
て
之
を
行
へ
ば
漁
業
者
の
生
業
を
奪
っ
て
し
ま
ふ
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
今
回

の
油
開
算
に
計
上
さ
れ
て
ゐ
る
機
船
底
曳
網
の
取
締
費
な
ど
、
取
締
監
親
舶
を
建
造
す
る
さ
う
で
あ
る
が
、
機
舶
一

艇
に
取
締
舶
一
隻
を
用
意
し
な
い
限
り
、
思
ぷ
や
う
な
取
-
締
は
不
可
能
で
あ
ら
う
。
思
想
悪
化
を
防
止
す
る
た
め

に
、
之
ヤ
悪
化
せ
し
む
る
原
因
を
除
か
な
い
で
、
警
察
の
取
締
ば
か
り
最
重
に
す
る
や
う
な
も
の
だ
。
況
ん
や
機

舶
底
曳
網
漁
業
の
如
き
は
、
元
来
指
導
奨
闘
し
た
も
の
で
あ
る

J

漁
業
の
後
蓬
の
た
め
に
確
乎
た
る
方
策
を
有
だ

中
、
た
ヲ
技
術
的
な
愛
遠
の
み
を
金
圃
し
た
結
果
に
他
な
ら
ぬ
。
今
に
至
っ
て
機
械
の
後
建
ぞ
呪
ふ
や
う
な
航
態

に
到
っ
て
ゐ
る
の
だ
。
偶
々
此
の
漁
業
の
影
響
が
大
き
い
の
で
、
漁
村
民
の
怨
嵯
の
的
と
な
っ
て
ゐ
る
が
、
貫
は

沿
岸
漁
業
に
於
い
て
、
大
小
の
差
は
あ
れ
、
同
じ
こ
と
が
行
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
焦
眉
の
念

と
し
て
取
締
る
こ
と
は
、
特
に
機
船
底
曳
網
漁
業
に
於
い
て
重
要
な
る
こ
と
は
論
を
侯
に
な
い
が
、
取
締
舶
の
建

遣
の
如
き
は
、
金
〈
泥
縄
的
で
、
沿
岸
漁
村
民
へ
の
御
機
嫌
と
ち
、

一
服
の
鎮
静
剤
に
過
ぎ
ぬ
。



一
克
来
、
漁
業
は
殆
ん
ど
結
封
的
と
も
云
ふ
べ
き
程
、
水
界
、
気
昇
、
陸
界
一
の
自
然
的
保
件
に
支
配
さ
れ
て
を
り

之
が
経
替
に
於
け
る
自
然
的
危
険
は
頗
る
大
で
あ
っ
て
、
漁
業
が
常
に
投
機
視
さ
れ
る
原
因
と
な
る
の
だ
が
、
若

し
之
を
克
服
し
て
安
定
し
た
企
業
た
ら
し
な
る
た
め
に
は
、
一
水
界
自
然
科
準
の
後
遺
、
二
漁
業
の
特
質
に
基
づ

い
た
産
業
施
設
の
整
備
、
三
自
然
的
危
険
分
散
に
適
切
な
る
経
替
組
織
と
方
法
、
等
々
に
就
い
て
、
英
の
接
展
を

企
圃
す
べ
き
で
の
る

G

然
る
に
我
が
闘
は
、
海
洋
闘
だ
水
産
闘
行
と
一
耳
は
れ
な
が
ら
、
此
等
の
方
面
に
於
い
て
何

等
の
愛
遣
も
示
し
て
は
い
な
い
。
最
ち
漁
業
に
於
い
て
基
礎
的
な
科
阜
で
あ
る
湖
沼
間
半
、
海
洋
間
半
の
如
き
に
就
い

「
一
倒
の
完
備
し
に
機
関
お
へ
な
い
抗
措
で
あ
り
、
之
C
漁
業
の
築
達
を
望
ん
で
ゐ
る
と
一
式
ふ
の
で
あ
る
か
ら
驚

t
ブ
さ
水
産
閣
で
あ
る
。
勿
論
、
操
業
は
産
業
で
あ
り
、
躍
い
い
白
仲
間
科
拶
的
な
研
究
の
み
で
は
な
〈
、
枇
命
間
続
情

的
研
究
を
も
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
此
等
も
全
〈
等
閑
に
附
さ
れ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
漁
業
の
特
質
に
基
づ
レ

て
国
家
が
如
何
な
る
政
策
佐
採
り
、
産
業
施
設
を
な
す
べ
き
か
さ
へ
、
明
ら
か
な
ら
示
、
会
〈
其
の
場
限
り
で
お

茶
を
濁
一
し
、
漁
業
の
経
骨
組
織
、
経
勝
目
方
法
等
に
就
い
て
も
、
甚
だ
不
完
全
だ
る
こ
と
を
克
れ
な
い
。

か
か
る
吠
躍
の
下
に
於
い
て
は
、
漁
業
の
経
替
に
営
り
、
出
来
る
だ
け
自
然
的
危
険
JT
少
な
か
ら
し
む
る
方
法

を
採
る
と
共
に
、
ま
た
之
を
経
梼
的
に
危
険
分
散
の
方
法
令
}
講
ゃ
る
よ
り
他
は
な
い
っ
従
っ
て
沖
合
遠
洋
漁
業
に

於
い
て
は
‘
漁
舶
漁
具
の
改
良
は
勿
論
、
気
象
通
報
、
漁
況
海
山
仙
の
一
通
信
聯
絡
を
闘
滑
充
分
な
ら
し
め
て
、
業
の

活
動
を
敏
速
な
ら
し
む
る
と
共
に
、
挽
獲
物
の
蕗
理
貯
燕
加
工
等
、
よ
〈
商
品
性
を
維
持
増
加
せ
し
め
て
、
市
場

閥
係
を
有
利
に
導
〈
必
要
が
め
る
。
漁
獲
物
が
商
品
と
し
て
の
耐
久
性
を
怯
き
而
も
挽
獲
が
不
安
定
な
る
結
果
は

沿

岸

漁

業

者

問

題

第
三
十
五
巻

七

第

披

七



机

桐

洋

漁

業

者

問

題

第
三
十
五
巻

七

第
=
一
就

ー乞
凶

漁
業
を
し
て
、
経
済
的
に
常
に
不
利
の
状
態
に
在
る
こ
と
を
偉
儀
な
〈
せ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
、
か
〉

る
自
然
的
危
険
、
経
済
的
危
険
の
防
止
と
共
に
草
に
同
一
種
漁
業
の
み
な
ら
中
、
多
種
漁
業
を
粂
替
し
、
水
産
製

迭
を
粧
品
百
中
に
合
り
こ
唱
と
に
よ
り
、
更
に
危
険
を
分
散
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
漁
業
経
径
は

大
規
模
と
な
り
、
資
本
家
的
経
州
憶
に
よ
ら

F
る
を
得
な
い
。

右
の
こ
と
は
川
川
岸
漁
業
に
於
い
て
も
全
〈
同
様
で
わ
り
印
。
た
ヲ
沿
岸
出
業
に
於
い
て
は
、
無
資
力
な
る
漁
業
者

に
於
い
て
之
や
「
如
何
に
経
替
す
る
か
炉
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
ま
た
沿
岸
漁
業
に
於
い
て
は
漁
場
を
求
め
、
魚
群

を
遁
ふ
て
漁
業
を
管
む
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
、
漁
獲
を
安
定
せ
し
ひ
る
た
め
に
は
、
漁
場
に
於
げ
る
魚
族
の
生

長
繁
殖
或
は
廻
粧
を
人
銭
的
に
助
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
印
ち
繁
殖
保
護
で
あ
ち
、
養
殖
で
あ
り
、
漁
場
桶

養
の
施
設
の
完
備
で
あ
る
。
併
し
漁
場
は
農
業
に
於
け
る
耕
地
と
は
性
質
を
異
に
寸
る
。
耕
地
で
は
、
他
と
関
係

な
〈
之
を
保
護
し
培
養
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
勿
論
水
利
の
如
き
問
題
も
め
る
が
、
耕
作
者
は
自
己
の
利
益
の
み

に
限
局
す
る
こ
と
が
一
般
に
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
漁
場
は
相
互
に
共
通
の
利
害
と
閥
係
が
あ
り
、
甲
の
努

カ
も
乙
の
協
力
を
棋
〈
こ
と
に
よ
り
全
〈
水
泡
に
蹄
す
る
。
従
っ
て
沿
岸
の
漁
場
の
保
護
桶
養
及
び
こ
れ
が
漁
業

の
凌
達
は
、
，
到
底
個
人
主
義
的
原
理
に
基
づ
く
経
傍
で
は
之
を
期
待
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
云
ふ
こ
と
が
市
岸

漁
業
の
最
大
特
色
で
め
る
。
沿
岸
漁
業
で
は
、
漁
場
が
限
ら
れ
て
そ
り
、
而
も
相
互
に
関
係
し
て
ゐ
る
か
ら
、
自

分

rけ
よ
け
れ
ば
い
〉
と
云
っ
た
調
子
で
は
、
終
に
漁
場
は
荒
康
せ

5
る
を
得
な
い
。
此
の
意
味
に
於
い
て
泊
岸

漁
業
者
は
、
部
落
か
ら
村
へ
、
村
か
ら
牒
へ
、
牒
か
ら
会
凶
に
と
協
同
し
て
行
〈
の
で
な
け
れ
ば
、
沿
岸
漁
業
の



設
珪
は
望
め
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

而
も
亦
、
沿
岸
漁
業
者
は
、
何
れ
も
資
力
な
き
小
漁
業
者
で
あ
り
、
吐
命
日
的
地
位
に
於
い
て
最
も
不
利
な
航
態

に
在
る
。
資
本
主
義
の
愛
展
を
一
意
努
力
し
た
明
治
大
正
の
日
本
の
、
指
導
原
理
は
、
商
工
立
闘
で
あ
り
、
商
工

業
の
偏
重
、
而
し
て
其
の
保
護
奨
励
は
、
農
業
や
水
産
業
の
犠
牲
に
於
い
て
梅
端
に
行
は
れ
れ
、
従
っ
て
水
産
業

の
如
、
き
に
於
い
て
は
、
そ
の
政
策
施
設
は
全
〈
糟
裁
を
繕
つ
↑
}
程
度
の
こ
と
し
か
行
は
れ
て
な
ら
や
、
而
も
そ
れ

は
産
業
の
後
展
の
名
を
以
て
資
本
家
的
産
業
と
し
て
の
意
味
あ
る
部
品
川
に
限
ら
れ
た
。
資
力
な
き
沿
岸
換
業
者
は

臼
本
資
本
主
義
務
展
め
犠
牲
じ
さ
れ
十
一
水
産
業
の
而
も
其
の
繭
み
ら
れ
が
A
F
3
部
分
に
一
属
す
る
府
岸
、
漁
業
に
主
っ
て

生
活
し
℃
ゐ
3
の
一
じ
あ
る
。
位
性
的
に
}
れ
以
上
京
ま
れ
な
い
地
位
は
先
づ
め
る
ま
い
。

陛
界
恐
慌
、
岡
難
、
非

常
時
に
見
舞
は
れ
る
前
か
ら
、
沿
岸
漁
業
者
に
と
っ
て
は
慢
性
的
非
常
時
だ
っ
た
の
で
&
る
。

rtト
!
〕

1
L
:

リロ
'+rcztむ
し

世
曾
的
施
設
、
文
化
的
施
設
は
勿
論
の
こ
と
、
其
の
生
活
を
見
る
時
、
こ
れ
が
世
界
強
固
の
一
で
あ
り
、
文
明
園

と
云
は
れ
る
日
本
の
漁
村
と
云
へ
る
で
あ
ら
う
か
。
併
し
、
そ
ん
な
こ
と
ぞ
云
つ
だ
て
、
誰
れ
色
相
手
に
な
っ
て

く
れ
る
者
は
な
い
。
漁
村
民
が
閏
結
し
、
解
掛
的
に
資
本
の
攻
勢
に
脅
し
て
防
戦
す
る
よ
り
他
は
な
い
の
だ
。

併
し
、
衆
議
院
議
員
の
選
恭
で
は
な
い
か
ら
だ
V

数
で
行
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
ぞ
の
閏
結
に
封
し
、
国
家
が

、
、
、
、
、
、
、
、

強
力
な
る
保
護
な
加
へ
ろ
必
要
が
あ
る
。
強
力
な
る
徹
底
し
に
保
護
で
ゐ
る
。
勿
論
き
う
云
っ
た
か
ら
と
て
、
園

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

家
一
か
産
業
の
後
遺

fe妨
げ

3
(
よ
ぐ
使
は
れ
る
言
葉
だ
'
)
や
'
つ
な
徹
底
し
だ
保
護
は
し
な
い
か
ら
大
丈
夫
で
あ
る
。
産

、業の
殻
遠
の
た
め
に
必
要
な
る
保
護
を
、
圏
中
氷
の
任
務
と
し
て
行
ふ
こ
と
で
あ
る
。
現
質
事
態
の
認
識
が
不
足
で

沿

岸

漁

業

者

問

題

第
三
十
五
巻

一一一七三

第

t虎

七
五



沿

岸

滋

業

者

問

題

第
三
十
五
巻

七
匹l

第

量五

七
六

而
も
た
Y
資
本
家
の
利
潤
を
よ
り
一
層
に
確
保
せ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
一
時
は
い
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
口
癖

で
あ
る
産
業
の
後
蓮
は
反
っ
て
望
め
な
い
こ
と
h

な
る
で
あ
ら
う
。
中
小
生
産
者
に
「
自
力
」
な
E
e
T
望
な
事
は
、
若

し
異
面
白
に
一
古
っ
て
ゐ
る
な
ら
認
識
不
足
で
あ
り
、
常
識
の
あ
る
者
な
ら
遁
僻
と
し
か
考
へ
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
。

革
し
、
此
の
枇
舎
に
於
い
て
、
資
本
が
自
由
に
な
ら
な
い
者
は
一
人
前
に
は
歩
い
て
行
け
る
笹
が
な
い
か
ら
だ
u

市
山
一
郎
漁
業
に
恥
い

τは
、
武
一
の
挽
業
の
特
殊
性
か
ら
、
ま
だ
池
山
業
者
の
枇
合
的
地
位
か
ら
、
そ
の
生
産
が
協
同

的
で
な
け
れ
ば
な
ら
、
?
、
而
も
経
済
的
に
強
固
な
囲
結
が
必
要
で
あ
る
。
而
し
て
国
家
が
之
佐
保
護
し
支
持
し
て

析
か
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
、
先
に
遮
ベ
七
如
〈
、
国
家
は
積
極
的
に
沿
岸
漁
業
の
後
遺
の
に
め
に
有
効

な
る
方
策
は
何
も
と
リ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
寧
ろ
、
沿
岸
漁
業
に
就
い
て
、
根
本
的
に
阻
害
と
な
る
や
う
な
制

度
を
固
執
し
、
金
〈
総
業
の
本
質
に
立
脚
し
な
い
漁
業
法
ぞ
強
行
し
て
ゐ
る
の
だ
。
こ
れ
で
は
沿
岸
融
業
が
衰
退

し
、
不
振
に
陥
る
こ
と
は
営
然
で
、
救
一
梼
な
と
は
既
に
遅
し
で
あ
る
。
併
し
救
一
簡
と
畳
悟
を
定
め
た
な
ら
、
事
態

の
本
質
を
掴
ん
で
、
異
に
更
生
の
道
を
拓
〈
べ
き
で
、
非
常
時
内
閣
が
政
業
の
異
似
を
し
て
一
時
凌
ぎ
の
、
小
手

先
の
細
工
な
ぎ
を
や
る
の
は
、
そ
の
成
立
の
本
旨
に
添
は
ぬ
も
の
で
あ
ら
う
。

然
ら
ば
.
沿
岸
漁
業
の
後
展
を
問
害
し
て
ゐ
る
原
因
は
何
か
。

一
沿
岸
漁
業
に
闘
し
、
営
局
者
が
全
然
無
潟
無
策
な
る
こ
と
、

二
現
行
制
度
の
不
備
、
不
徹
底
、

漁
業
構
制
度



2. 

漁
業
組
合
制
度

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
水
産
関
係
者
か
ら
種
々
な
る
希
望
が
出
さ
れ
封
策
が
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
漁
業
の
取
締

紫
酒
保
護
、
漁
業
資
金
の
融
通
、
挽
村
共
同
事
業
の
達
成
な
ど
、
何
れ
も
右
の
問
題
の
解
決
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ

る
。
従
っ
て
先
づ
此
等
の
阻
害
原
悶
を
除
却
し
、
後
展
の
地
躍
を
築
〈
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
殊
に
漁
業
組
合
の

改
善
の
如
き
は
、
買
に
古
〈
貫
際
方
面
、
ょ
、
り
要
求
さ
れ
て
を

h
、
今
回
も
全
国
水
産
大
舎
の
「
漁
村
救
掛
緊
念
封
策
」

に
於
い
て
、
漁
業
組
合
の
改
善
が
其
要
求
の
一
項
生
成
し
て
ゐ
る
が
、
か
か
る
重
要
に
し
て
根
本
的
な
る
問
題
が

営
局
の
容
れ
る
所
と
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、

一
瞳
泊
村
の
救
済
の
加
『
λ
如
何
に
し
て
行
ひ
得
る
の
?
の
ら
う
か
。

間

1
剛
山
口

Mm
酔
卸
U
H

健
司
岨
蛇
班
、
〉
M

3

訓
"

目
島
町
川
島

F-H叫
訓
告
且

'
G
7
d
H

沿
岸
漁
業
者
夏
生
後
展
の
道
は
、
沿
岸
漁
業
の
振
興
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
、
沿
岸
漁
業
を
振
興

せ
し
な
る
根
本
的
な
基
礎
は
、
沿
岸
漁
業
者
の
協
同
で
あ
り
圏
結
で
あ
り
、
而
し
て
、
之
に
釣
す
る
岡
家
の
保
護

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
簡
に
謹
べ
だ
所
よ
り
明
瞭
で
あ
る
が
、
之
が
た
め
に
、
国
家
が
沿
岸
融
業
問
題
に
封
し

ニ
え
の
方
策
を
得
て
積
極
的
な
態
度
に
出
で
、
且
つ
現
行
漁
業
法
を
改
正
し
て
漁
業
制
度
を
漁
業
の
特
質

μ
却
し

て
故
め
、
沿
岸
品
業
の
後
展
を
阻
害
し
て
ゐ
る
酔
却
を
除
く
こ
と
が
何
よ
り
の
急
務
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
挽
業
組
合
の
改
善
が
根
本
的
で
め
り
、
之
に
よ
っ
て
沿
岸
漁
業
者
を
し
て
漁
業
に
却
し
た
異

の
協
同
圏
瞳
を
作
ら
し
め
、
従
来
の
個
人
主
義
的
な
排
他
的
な
漁
業
か
ら
解
放
し
て
、
漁
場
の
保
護
と
桶
養
の
目

沿

岸

漁

業

者

問

題

三
七
五

第
三
披

第
三
十
五
巻

七
七

し諸家の親たる沿岸漁業の将来寸常7h(-t:年一月〕参照。1) 



' 

沿

岸

漁

業

者

問

題

第
一
三
十
五
巻

第
三
務

的
を
達
す
る
と
共
に
漁
利
を
あ
げ
し
な
べ
き
で
あ
る
。
現
行
の
抑
必
+
那
粗
令
制
度
に
於
い
て
は
、
漁
業
組
合
の
主
七

、
、
、
、
、

る
機
能
ぞ
専
用
抽
出
業
樺
の
形
式
的
な
る
保
持
者
だ
ら
し
な
る
こ
と
に
在
っ
て
、
ぞ
の
以
外
に
被
業
者
砂
協
同
的
に

ら
し
む
る
何
等
の
働
き
を
も
有
つ
て
は
ゐ
な
い
。
勿
論
漁
業
組
合
は
漁
業
共
同
施
設
を
な
す
こ
と
が
出
来
る
が
、

こ
れ
は
要
す
る
不
徹
底
な
産
業
組
合
佐
一
層
不
徹
底
に
し
に
制
度
に
他
な
ら
炉
、
沿
岸
漁
業
者
の
協
同
躍
の
機
能

L

に
し
℃
は
極
め
ど
不
況
分
で
士
れ
は
先
に
地
叫
た
湖
岸
主
主
的
協
同
町
目
的
及
要
件
か
ら
明
、
U

かであ、
b

う
)
か
か
る
制
度
の
下

一
七
六

ヒ
ノl

で
、
如
何
に
漁
業
組
合
の
指
導
奨
励
を
し
た
所
が
、
何
の
役
に
も
立
だ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

元
来
、
油
業
組
合
が
専
用
漁
業
樺
の
保
持
者
た
る
意
味
を
有
つ
な
ら
ば
、
保
持
者
と
し
て
の
完
全
な
る
職
責
を

果
し
得
る
機
能
を
賦
奥
す
べ
き
で
あ
る
に
も
拘
ら
や
、
立
法
者
は
、
軍
に
個
人
主
義
的
な
樺
利
思
想
に
囚
れ
て
、

形
式
的
な
る
保
持
者
七
る
こ
と
に
の
み
若
目
し
、
漁
業
組
合
を
し
て
自
ら
漁
業
を
替
む
こ
と
を
禁
じ
て
ゐ
る
か
ら

、‘，J

、.、.、.、.、.、.、.、.

漁
業
組
合
員
は
一
漁
業
組
合
に
よ
っ
て
協
同
し
て
漁
業
を
替
な
こ
と
を
得
子
、
官
十
に
漁
業
樺
の
貸
付
合
受
け
て
、

、
、
、
、
、
、
、

個
々
に
漁
業
営
管
h
u

に
過
ぎ
中
、
二
而
も
漁
業
者
の
無
資
力
な
る
結
果
は
、
組
合
一
か
組
A
(
n

員
の
た
め
に
保
持
す
る

/
a

‘、

漁
業
権
を
資
力
J

の
る
者
に
貨
付
け
ゴ
る
を
得
な
い
こ
と
〉
な
り
.
漁
業
の
利
盆
は
絡
に
資
刀
め
る
挽
業
家
に
奪
は

る
〉
結
果
と
な
る
こ
と
は
必
然
の
勢
で
あ
る
。
印
ち
現
在
の
漁
業
組
合
の
制
度
で
は
、
形
式
的
に
は
、
如
何
に
も

組
合
が
組
合
員
の
利
盆
の
た
め
に
其
の
生
活
の
基
本
権
と
謂
は
れ
る
専
用
漁
業
権
を
保
持
し
て
ゐ
石
の
だ
が
、
質

質
的
に
は
少
し
も
保
持
な
ど
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
だ
c

何
ん
と
な
れ
ば
、
一
其
の
根
本
方
針
と
し
て
、
沿

、
、
、
、
、
、
、
.
、
.

1

、，ノ

岸
漁
業
及
び
沿
岸
融
業
者
に
と
っ
て
不
可
快
な
要
件
で
あ
る
漁
業
に
於
け
る
協
同
を
妨
げ
、
且
つ
に
漁
業
権
の
行

使
を
組
合
員
か
ら
奪
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ

41
こ
れ
で
は
漁
業
者
の
後
展
の
地
盤
は
な
〈
、
ま
亡
、
府
岸
漁
場
の

機業法第四三憐参照
漁業法第四三傑第三項。

1) 
2) 



保
護
桶
養
の
如
き
は
望
ん
で
ち
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
在
が
、
取
締
を
厳
重
に
し
、
増
殖
、
繁
殖
保
識
を
固

っ
て
も
、
た
ぜ
そ
れ
丈
け
で
は
目
的
を
達
し
得
ぬ
と
謹
ぺ
た
所
以
で
あ
る
。

ゆ
ゑ
に
、
漁
業
組
合
を
し
て
、
沿
岸
漁
業
者
の
協
同
韓
た
ら
し
む
る
こ
と
が
、
あ
ら
ゆ
る
沿
岸
漁
業
政
策
の
先

決
問
題
で
あ
る
。
勿
論
之
が
協
同
瞳
た
ら
し
ι
り
る
基
本
的
規
定
は
、
先
に
述
べ
七
抑
制
岸
漁
業
者
の
協
同
の
目
的
を

達
成
せ
し
h
u

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
千
、
此
の
協
同
韓
の
組
械
、
機
能
及
び
活
動
の
規
定
は
、
営
然
に
其
の
根

本
的
規
定
よ
り
導
か
れ
る
ち
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
賠
に
就
い
て
は
、
別
の
機
舎
に
「
漁
業
組
合
論
し
と
し

て
詳
論
す
石
珠
定
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
に
於
い
て
は
一
般
論
を
な
す
に
正
Y

め
る
。

立
に
到
し
人
或
は
、
品
川
慢
の
念
を
抱
い
て
反
劃
す
る
で
あ
ら
う
。
漁
業
組
合
に
漁
業
経
緯
を
許
す
と
き
は
、
宜
(

の
保
持
す
る
専
用
漁
業
権
を
失
は
し
む
る
危
険
い
か
み
予
と
の
州
日
し
、
現
在
の
制
茂
一
ω
ド
に
於
い
ご
も
、
形
式
的
に

さ
へ
必
中
し
も
確
保
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
、
況
ん
や
賓
質
的
に
は
、
寧
ろ
奪
は
れ
で
ゐ
る
の

r。
市
も
な

ほ
之
が
た
め
に
、
府
岸
漁
場
の
保
護
樋
養
が
不
可
能
に
な
っ
て
ゐ
る
。
ゆ
ゑ
に
論
者
の
如
〈
、
専
用
漁
業
曜
を
操

業
者
の
生
活
基
本
権
と
し
て
写
室
す
る
な
ら
ば
、
現
在
に
於
い
て
、
之
を
形
式
的
に
も
貫
質
的
に
も
確
保
す
る
封

策
に
出
づ
可
き
で
は
な
い
か
。

併
し
私
見
の
如
き
漁
業
組
合
の
改
造
論
に
於
い
て
は
、
沿
岸
漁
業
は
沿
岸
漁
業
者
の
手
に
と
云
ふ
根
本
方
針
に

よ
る
か

L
、
比
の
見
地
に
於
い
て
、
同
家
の
監
督
指
導
及
び
漁
業
組
合
相
互
の
聯
絡
協
同
を
園
り
、
殊
に
、
漁
業
組

合
の
改
善
は
同
時
に
漁
業
構
制
度
を
改
め
、
専
用
漁
業
構
の
内
容
を
充
賓
せ
し
か
る
と
共
に
、
漁
業
構
の
行
使
を

専
ら
漁
業
組
合
中
心
に
霞
〈
こ
と
に
よ
っ
て
、
漁
業
組
合
を
生
か
し
而
色
其
の
保
持
す
る
出
業
擢
の
確
保
を
一
見
に

沿

岸

漁

業

者

問

題

第

減

七
大』

第
三
十
五
巻

三
七
七

参照c漁村問題と其の聖母策拙著



沿

岸

漁

業

者

問

題

第
三
十
五
巻

七

A 

第

務

A 
O 

強
固
な
ら
し
め
る
。
と
こ
ろ
が
現
行
の
漁
業
組
合
制
度
で
は
、
漁
業
組
合
を
殺
し
て
而
も
其
の
浪
業
曜
を
組
合
員

か
ら
奪
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
士
、
或
者
は
、
産
業
組
合
制
度
が
存
在
す
る
以
上
、
之
に
よ
れ
ば
い
〉
の
で
、
何
色
漁
業
組
合
を
改
造
す
る

必
要
が
な
い
と
云
ふ
で
あ
ら
う
。
併
し
、
そ
れ
は
沿
岸
挽
業
の
性
質
を
理
解
せ
中
、
現
行
の
漁
業
組
合
の
機
能
に

封
す
る
認
識
不
足
に
出
後
す
る
認
論
で
あ
る
。
産
業
組
合
の
現
在
に
於
け
る
機
能
、
其
の
賢
一
績
を
知
る
者
な
ら
ば

i
:
-
w
y
'
i
:
J
f
;
i
t
3
i
J
f
'
f
u
 

耐
[
吋

M

れ
い
ハ
け
じ
弐
い
し
宝

L
E
L
し-誠一
U
H
h
訓
示
ト
ペ
君
子
r
L
U

日
仙
]
円

J
f
t昨日、、
j
h
k
h
j
f一
、
り
/
叩

AutrJHJyh

王
ノ
オ
じ
↑
iEd一y
，

F
4
l
:
，

E
ょ
ん
千
E
メ

1
'匁
1
‘
ど

も
の
か
ど
う
か
論
ぜ
守
し
て
明
か
で
あ
ら
う
。

沿
岸
漁
業
を
振
興
し
、
沿
岸
漁
業
者
を
現
在
の
窮
拭
よ
り
救
っ
て
之
を
夏
生
せ
し
か
る
た
め
に
は
、
沿
岸
漁
業

に
封
す
る
政
策
を
確
立
し
、
そ
の
基
礎
か
ら
建
直
し
を
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
業
の
目
的
を
達
し
得
な
い
こ
と
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、

在
は
断
言
す
る
。
而
し
て
最
も
根
本
的
に
し
て
急
務
な
る
こ
と
は
、
漁
業
に
却
さ
ぬ
漁
業
法
を
改
正
し
て
、
漁
業

樺
及
漁
業
組
令
制
度
の
改
遣
を
固
る
こ
と
で
あ
る
。

如
何
な
る
救
蹄
も
、
保
護
も
奨
闘
も
、
之
が
賓
現
を
可
能
な
ら
し
り
る
地
盤
が
な
け
れ
ば
、
終
に
其
の
目
的
を

達
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
結
局
救
は
れ
る
必
要
の
あ
る
者
は
救
は
れ
示
、
反
っ
て
何
慮
か
で
甘
い
汁
を
冊
目
ふ
者

が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
農
山
漁
村
の
現
在
の
窮
肢
は
昨
日
今
日
に
始
つ
に
こ
と
で
は
な
〈
、
そ
の
よ
っ
て

来
る
所
は
遠
い
の
だ
。
そ
の
犠
牲
者
?
此
の
機
舎
に
ま
た
犠
牲
者
た
ら
し
ひ
る
こ
と
は
、
何
人
も
許
す
所
で
は
あ

る
ま
い
。
救
済
の
手
が
完
全
に
届
く
地
盤
と
基
礎
を
作
る
こ
と
が
根
本
的
に
必
要
な
る
所
以
で
あ
る
。


